
所得税・個人住民税の税制改正のお知らせ
平成19年分の収入に対して課税される平成19年分所得税と平成20年度分個人住民税（市・県民

税）の主な改正についてお知らせします。

なお、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受Iナている方（平成11年から平成18年までに入

居した方に限ります。）は、平成20年度以降の個人住民税が減額になる場合があります（詳しくは

10ページをご覧ください。）。この場合、確定申告期間中に申告する必要がありますので、ご留意

ください。

平成19年分所得説及び平成20年度分個人住民税から適用となる改正
臆損害保険料控除が改められ、地震保険料控除となりました

居住者など（生計を一にする配偶者やその他の親族を含みます）の所有する居住用家屋・生活用動産（例：住宅、マ

ンション、家財など）を対象とした損害保険契約などに係る地震等損害部分の保険料を支払った場合には、所得税に

ついては平成19年分以降、個人住民税については平成20年度以降から『地震保険料控除』の対象になります。この改

正に合わせて『短期損害保険料』は控除対象外となりました。

地震保険料控除の計算式

個人住民税　地震保険料控除額＝支払った地震保険料×1／2【限度額25，000円】

所　得　税　地震保険料控除額＝支払った地震保険料　　【限度額50，000円】

園

経過措置

平成18年末までに締結した『長期損害保険料（保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの）』には、従前の損害保

険料控除を適用する経過措置が設けられました。

なお、この経過措置に係る控除額と地震保険料控除の両方が適用できる場合の控除額の上限は、個人住民税25，000

円、所得税50，000円になります。

●個人住民税（平成20年度分以降適用）における計算式　　　●所得税（平成19年分以降適用）における計算式

支払長期損害保険料（A） �地震保険料控除に含まれる額 
仏）≦5，000円 �（㊥全額 

5，000円＜（㊥≦15，000円 �（㊥×1／2＋2，500円 

15，000円＜（㊥ �10，000円 

支払長期損害保険料（B） �地震保険料控除に含まれる額 

①）≦10，000円 �（B）全額 

10，000円＜（B）≦20，000円 �（B）Xl／2＋5，000円 

20，000円＜①） �15，000円 

漢上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の適用期限が1年延長されました

上場株式等の配当等に係る軽減税率（所得税7％、個人住民税3％）の特例及び上場株式等に係る譲渡所得等に係る

軽減税率（所得税7％、個人住民税3％）の特例の適用期限が1年延長され、平成20年12月31日までとされました。
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